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毎年、施策の取組状況や目標の達成状
況をまとめ、千葉県社会福祉養護検討
部会へ報告し、口頭で評価をもらって
いる。

児童虐
待基本
計画

基本計画（R6～R8）3年間

統
合
作
業

新計画

困難女性支援・DV防止対策
基本計画（仮）
（R9～R13、５年間）

5次計画（R4～R8）5年間

基本計画（R2～R11）10年間

評
価
方
法

中間評価
R4～6の150事業

中間総合評価

※R9年から新計画が開始されるた
め、R8年に統合作業を行う。その
ため5次計画の中間評価はR7年ま
でに実施する必要がある。

プラン

千葉県DV防止・被害者支援基本計画（第５次）評価方法について
(案)

最終評価（R6～R8）

最終評価(R4～R8)
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